
令和８年５月２２日 

 

総合評価方式（建設工事）の企業の技術力等（受注工事高）に 

おける評価項目の試行について 

 

１．目的 

地域の建設企業は、社会資本の整備・維持修繕はもとより、災害時の安全・安

心の確保など、「地域の守り手」として重要な役割を担っています。地域を支え

る建設企業の存続のため、令和８年６月から総合評価方式において受注工事高

を評価する工事の試行を実施します。 

 

２．対象工事 

１）発注業種：土木一式工事 

２）予定価格：５千万円以上８千５百万円未満 

３）入札方式：一般競争入札 

４）落札方式：総合評価方式（簡易型Ｂ） 

 

３．試行内容 

総合評価方式（簡易型Ｂ）において、以下の評価項目を追加する。 

１） 評価項目 

・当該年度における伊賀建設事務所発注の契約金額５百万円以上の土木一

式工事の契約金額の合計 

２） 評価基準 

・受注工事高の合計が５千万円以上の場合は０点とし、５千万円未満の場

合は満点とする。 

３） 評価方法 

・受注工事高の合計が５千万円未満の場合に評価する。 

・受注工事高は、当該年度の４月 1 日から当該工事の入札公告日までに契

約した伊賀建設事務所発注の当初契約金額５百万円以上の土木一式工事

を対象とする。 

・小規模、雪氷、地域維持型維持修繕等の業務委託は、対象としない。 

・共同企業体で受注した工事が対象工事である場合、当初契約金額は出資比

率を乗じた金額とする。（単独工事の場合は、100%） 

 

４．適 用 

・令和８年６月 1 日以降に公告を行う案件から試行を適用します。 

 

 

  



 

＜評価項目一覧への記載内容＞ 
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